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女性に対して、さらに安心な避難所でしなければ。

ジェンダーの観点は？要配慮者などに対する対応は？改めて問う。

能登半島地震を教訓に、改めて。

目黒区での災害医療体制、避難所運営体制大丈夫なのか。

議員超党派で募金活動行いました。

１日午後４時過ぎに起きた、能登半島沖での最

大深度７の地震により、２２０名以上の死者、

（うち災害関連でのお亡くなりの疑いは１４名）

重軽傷者は１０００人を超えているとの報道です。

都内においても首都直下型地震がこの３０年の

間に７０％の想定で起こる、と言われてからすで

に１０年が経過している状況です。そうした下で

改めて目黒区での災害対策が問われています。

特に私が懸念しているのが、今回の能登半島地

震は年始という長期休暇時に起こったということ

です。地方という特性上、想定以上の人間が被災

されたことと合わせて、医療機関が休暇になって

いる時に、対応が十分であったのか。ということ

です。

目黒区においては、災害が起こった際は、災害

医療コーディネータ―（医師会長や区の幹部な

ど）が医療体制の根幹をなすとしますが、地域の

医療機関が果たしてどのような運営になるのか、

ということは、現状見えてきません。今でも長期

休暇明けでの医療機関はどこも混みあっています。

改めて、基盤整備を行う必要があります。

車中泊など余儀なくされている
状況に関して避難所は？

東京都が昨年度に示した都内の被害想定は、以

前に示されたものより建物の倒壊などは整備が進

んだとして低くなりました。目黒区はそれを受け

て備蓄などを整備します。具体的には区内の避難

所生活者の想定人数が６万１３００人余り、とし

ていたものが、４万７１００人余りと約１万３８

００人を減らして計画するということです。立地

や条件は違うとはいえ、現在、被災地の状況をみ

ると、私は、避難所に物資が十分に届いていると

は思えません、自助はもちろん大切ですが、公助

をしっかりとしていくことはより安心です。

年末年始などの長期休暇での
災害医療体制は？

子ども、高齢者、障がい者
要配慮者への福祉避難所は足りず
目黒区には現在２４か所が福祉避難所として

指定されています。これは地域避難所での生活

が困難な要介護高齢者や障がいを持つ方などが

利用し、医療体制をより整えた環境にした避難

所です。妊婦さんなども配慮が必要です。単純

に数が足りているとは到底思えません。

子育てに力を入れるとするなら、こうした福

祉避難所もさらに増やさなければなりません。



区は区民センターの建て替えに関しては、

民間資金の活用よる公共施設等の整備等の

促進に関する法律（PFI手法）を採用すると

しました。そして、先日の特別委員会では

６月以降に予定されている、事業者を公募

するための実施方針案が示されました。

この案に対しては２月２２日まで意見募

集が行われています。（詳しくは区のホー

ムページ又は右下QRコードより。）

しかし、質疑で明らかになったことは、

やはり民間活力や資金を使うことが前提で

あるPFI手法では区民の参加が極端に後退し

てしまうということです。なぜならばPFI手

法の特性上、民間企業の儲けも考えていか

なければいけないからです。

また、区民センターの建て替えに関して

は、大きく３つの敷地があります。区民セ

ンター敷地、公園敷地、下目黒小学校敷地

です。前回はこの区民センター敷地に関し

ての建物の高さを最大５０メートルまで

なんでも相談お越しください

住所：洗足１－１２－１６ 山田荘１０２号 （右地図）

２月 6・２０・２７（火）午後７時～

※無料法律相談は対面相談のみ

２月１３日 午後７時～ ※予約不要

※区議団の弁護士無料法律相談 ※要予約

2月１5日（木） 午後２時～

目黒区総合庁舎５階 日本共産党控室 予約は芋川まで

引き下げるとしました。（７０M⇒５０M）

しかし、建ぺい率は６０％までと緩和しま

した。（上空から見て、敷地面積に対する

建物の面積のイメージです。）そして、今

回示された内容としては、企業の儲けの手

段として、いわゆるカフェを併設するとい

うものです。これは区民センター敷地内、

または公園敷地内ということでした。ちな

みに、公園敷地内に建てる場合は建ぺい率

は１０％までということです。しかし、公

園には体育館を建設する旨にもなっていま

す。（体育館屋上部にテニスコート２面分、

アーチェリーとの時間シェアなど。）公園

の広さは維持するとしておきながら、景観

としては大きく変わってくることは予想さ

れます。区民参加の機会が少なくなること、

公園としての大きな役割に関

して、果たせるのか。今後も

訴えていく必要があります。

（ぜひ区に意見を⇒）


